
第４回斑鳩町男女共同参画推進委員会（書面開催）における 

委員意見と町の考え方 

（１）パブリックコメントの結果について 

意見・提言内容（原文） 町の考え方 委員名 

基本方針６「まちづくりにおける男女

共同参画の推進」の（２）「多様な視点で

の防災対策の推進」の趣旨についてしっ

かりご理解くださったうえで、女性防災

リーダーの育成という有意義かつ前向き

なご提案をいただいており、参考になり

ます。今後こうした意見が町民の皆さま

からより多く寄せられるようになると良

いと感じました。 

町としても、パブリックコメントで提

出された意見は、計画の目標達成に資す

る前向きな提案として受け止めていま

す。パブリックコメントの実施に際して

は、建設的な意見がより多く寄せられる

よう周知・実施方法の工夫を検討すると

ともに、いただいた提案は、関係部署と

連携しながら各事業の参考といたしま

す。 

石川委員 

意見提出人数が１名と少ないのが気に

なった。閲覧期間も場所・意見の提出方

法等を見ても、十分配慮されているよう

に思う。住民に「自分ごと」として目に

とめてもらい、関心を持ってもらうため、

２～３分で理解できるような要約をはじ

めにつけるなど、情報の見せ方を工夫し

てはどうか。 

本意見のとおり、男女共同参画社会づ

くりの推進には、住民の皆さまに「自分

ごと」として捉えていただき、関心を持

っていただくことが重要です。また、意

見提出者数の状況は課題として認識して

おり、要約の掲載など、パブリックコメ

ントの周知・実施方法の工夫を検討して

まいります。 

萩原委員 

 

（２）男女共同参画推進計画（案）について 

意見・提言内容（原文） 町の考え方 委員名 

現状と課題がエビデンスに基づき的確

に把握されており、そこから妥当な目標、

方向性、指標が導かれていると思います。

計画の体系はシンプルでわかりやすく、

個人の意識づくりレベルから社会づくり

のレベルまでを視野に入れた包括的でバ

ランスのよい内容でありながら、基本方

針・基本施策には目標達成のための具体

的な方向性と取組みが示されています。

この計画を着実に遂行していくことで、

貴重における「女（ひと）と男（ひと）が

輝く未来」の実現にまた一歩近づけると

思います。 

計画（案）に対してご評価いただき

ありがとうございます。あわせて、こ

れまでの委員の皆さまのご審議により

計画(案)を取りまとめることができま

したことに、感謝申し上げます。 

計画に基づく取組みを着実にすす

め、「だれもが輝いてくらせる男女共同

参画のまちづくり」の実現に向けて取

り組んでまいります。 

石川委員 

自治会も高齢化がすすみ、自治会役員

も早く順番が回ってくる状況になってい

ます。一部自治会はスマホ等を使って運

営されているようですが、高齢になると

使用できない場合が多くなります。「自

助・共助・公助」の考え方でお互い様とい

う気持ちでコミュニケーションをとるこ

とが大切に思います。 

「自助・共助・公助」に基づく支え

合いと、互いを尊重したコミュニケー

ションはあらゆる分野で重要と考えま

す。計画テーマ「だれもが輝いてくら

せる男女共同参画のまちづくり」の実

現に向け、多様性を尊重し合いながら

役割を分かち合える地域づくりにつな

がるよう、周知・啓発等を通じて本計

画の推進に努めてまいります。 

上田委員 

 

資 料 １ 



 

 

 

第４次斑鳩町男女共同参画推進計画（案）に対する 

意見募集の結果について 
 

１．意見募集の概要 

（１）募集期間及び計画（案）の閲覧期間 

令和７年１２月９日（火）～令和８年１月８日（木） 

 

（２）計画（案）の閲覧場所 

①役場政策財政課窓口 

②中央・西・東公民館 

③町ホームページ 

 

（３）応募資格 

①町在住・在勤の人 

②町内に事業所を有する個人・法人 

 

（４）意見の提出方法 

住所、氏名または名称、連絡先を必ず記入のうえ、次のいずれかの方法で提出 

①郵送 

②ＦＡＸ 

③Ｅメール 

 

２．意見提出の状況 

（１）提出人数 

１名 

 

（２）意見数 

１件 

 

（３）意見の概要及び回答 

別紙のとおり 

 

（参 考） 



 

パブリックコメントの概要及び回答 
 

№ 意見の概要 町の考え方 

1 【防災対策】 

「基本方針６ まちづくりにおける男女共同参画の推進」のうち

「（２）多様な防災対策の推進」の【主な事業】①防災会議への女性登

用とは、町防災会議条例第３条に定める委員に女性を任命するという

ことになるのか。その場合、町防災会議条例に基づき、町長が任命す

る委員枠（職員枠・学識経験者等枠）における女性比率の向上や、条

例改正により「女性防災士枠」を２人追加してはどうか。女性防災リ

ーダーを育成することで、【主な事業】の②自主防災組織における男女

共同参画と③女性の視点に立った避難所運営体制の検討にもつなが

るのではないか。また、防災会議の議事録を公開していただきたい。 

 

「防災会議への女性登用」は、斑鳩町防災会議委員として女性を任

命することをさしています。現在、斑鳩町防災会議の委員 17 人のう

ち３人が女性委員として参画していますが、ご意見のとおり、女性比

率の一層の向上に努めるとともに、女性防災リーダーの育成と女性委

員への登用を進めることは、「基本方針６ まちづくりにおける男女

共同参画の推進」の【主な事業】である②自主防災組織における男女

共同参画の推進や③女性の視点に立った避難所運営体制の検討にも

つながるものと考えます。町防災会議条例に新たに「女性防災士枠」

を設けるご提案や、防災会議の議事録公開に関するご要望について

は、所管課に情報提供のうえ、いただいたご意見を今後の取組みの参

考とさせていただきます。 

 

 

 


